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広報委員会より購読者アンケートの集計（最終）結果のご報告

改憲問題対策法律家六団体連絡会からのお知らせ
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一　

は
じ
め
に

二
〇
二
三
年
一
月
二
三
日
、
熊
本
地
裁
は
、
旧
優
生
保

護
法
違
憲
訴
訟
に
関
し
、
国
に
原
告
二
名
に
対
し
て
賠
償

を
命
ず
る
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

優
生
手
術
か
ら
二
〇
年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら

除
斥
期
間
の
適
用
が
大
き
な
争
点
で
あ
っ
た
。

二　

除
斥
期
間
の
適
用
を
制
限
し
た

　
　

二
つ
の
高
裁
判
決
後
に
出
た
不
当
判
決

同
種
訴
訟
で
は
、
除
斥
期
間
の
適
用
に
関
し
て
、
二
〇

二
二
年
二
月
二
二
日
に
大
阪
高
裁
が「
訴
訟
提
起
の
前
提

と
な
る
情
報
や
相
談
機
会
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
著
し
く
困
難

な
環
境
が
解
消
さ
れ
て
か
ら
六
か
月
を
経
過
す
る
ま
で
の

間
」、
二
〇
二
二
年
三
月
一
一
日
に
東
京
高
裁
が「
一
時
金

支
給
の
施
行
日
で
あ
る
平
成
三
一（
二
〇
一
九
）年
四
月
二

四
日
か
ら
五
年
間
が
経
過
す
る
ま
で
」
除
斥
期
間
の
適
用

を
制
限
す
る
と
し
て
、
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
る
判
決
を

出
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
二
〇
二
二
年
九
月
二
二
日
に
出
さ
れ

た
大
阪
地
裁
判
決
は
、
大
阪
高
裁
の
判
断
枠
組
み
を
採
用

し
な
が
ら
、
聴
覚
障
害
等
が
あ
る
大
阪
地
裁
の
原
告
ら
に

つ
い
て
、
同
種
訴
訟
初
の
仙
台
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
平
成

三
〇
年
一
月
三
〇
日
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
提
訴
が
困
難

な
状
況
が
解
消
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
六
か
月
経
過
し
た
提
訴

だ
と
し
て
除
斥
期
間
を
適
用
し
た
。

優
生
手
術
を
受
け
た
者
は
、
障
害
や
差
別
偏
見
の
た
め

に
、
国
賠
訴
訟
を
提
起
す
る
決
断
は
も
ち
ろ
ん
、
自
身
が

受
け
た
被
害
を
知
る
と
い
う
こ
と
す
ら
難
し
く
、
法
律
相

談
に
繋
が
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
、
繋
が
っ
た
と
し
て
も

提
訴
ま
で
時
間
を
要
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
形

式
的
に
し
か
判
断
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

熊
本
訴
訟
の
原
告

熊
本
訴
訟
の
原
告
二
名
の
う
ち
一
名
は
、
仙
台
訴
訟
が

提
起
さ
れ
て
か
ら
六
か
月
経
過
後
の
提
訴
で
あ
っ
た
。
そ
の

原
告
は
、
第
一
子
が
ダ
ウ
ン
症
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
第
二

子
妊
娠
中
に
、
産
婦
人
科
医
師
か
ら
勧
め
ら
れ
人
工
妊
娠

中
絶
と
不
妊
手
術
を
受
け
た
方
で
あ
る
が
、
第
一
子
は
三
歳

の
頃
亡
く
な
っ
て
い
て
、
当
初
は
、
誰
の
障
害
を
理
由
に
優

生
手
術
を
受
け
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
女
性
原
告

は
、
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
差
別
偏
見
の
お
そ
れ
か

ら
第
一
子
の
障
害
に
向
き
合
う
こ
と
が
困
難
で
、
第
一
子
の

障
害
に
つ
い
て
詳
述
す
る
ま
で
時
間
を
要
し
た
。

熊
本
訴
訟
で
は
、
提
訴
ま
で
の
経
緯
を
、
弁
護
団
メ
ー

リ
ス
の
内
容
を
書
証
と
し
て
提
出
す
る
な
ど
し
て
明
ら
か

に
し
、
法
律
相
談
に
つ
な
が
っ
た
と
し
て
も
訴
訟
提
起
が

著
し
く
困
難
な
環
境
が
解
消
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と

を
主
張
立
証
し
た
。

四　

除
斥
の
適
用
を
排
除

⑴　

本
判
決
で
は
、
①
被
害
の
甚
大
性
、
②
国
の
重
大

熊本　福永　紗織

旧優生手術違憲熊本訴訟
地裁で初の賠償命令

旧優生手術違憲熊本訴訟
地裁で初の賠償命令

（熊本地裁令和4年10月3日判決）

あつし
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な
帰
責
性
、
③
権
利
行
使
の
困
難
性
、
④
憲
法
の
最
高

法
規
性
の
各
観
点
に
照
ら
し
、
優
生
手
術
を
受
け
た
者
に

対
し
て
除
斥
期
間
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
民
法

の
信
義
則（
民
法
一
条
二
項
）、
個
人
の
尊
厳
等
を
旨
と
す

る
民
法
の
解
釈
基
準（
民
法
二
条
）な
い
し
条
理
の
法
意

か
ら
見
逃
し
が
た
い
重
大
な
問
題
が
存
在
し
、
少
な
く
と

も
、
平
成
三
一
年
四
月
二
四
日
の
一
時
金
支
給
法
成
立
の

前
に
訴
え
を
提
起
し
た
原
告
ら
の
国
に
対
す
る
損
害
賠
償

請
求
権
に
つ
い
て
除
斥
期
間
を
適
用
し
、
当
該
権
利
を
消

滅
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理

念
に
反
す
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
な

お
書
き
で
、
法
的
安
定
性
に
つ
い
て
は
、
一
時
金
支
給
法

の
制
定
等
に
よ
っ
て
被
害
者
が
そ
の
損
害
及
び
加
害
者
を

客
観
的
に
認
識
し
得
た
時
か
ら
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
必
要

な
限
度
で
確
保
さ
れ
る
と
触
れ
た
。

熊
本
地
裁
判
決
は
、
除
斥
期
間
の
適
用
自
体
を
排
除
し

た
の
で
あ
る
。

①
～
④
ま
で
の
各
観
点
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
後

述
の
と
お
り
判
断
し
た
。

⑵　

①　
被
害
の
甚
大
性

本
判
決
は
、
被
害
の
甚
大
性
に
つ
い
て
、
国
は
人
間
の

尊
厳
を
侵
害
す
る
明
ら
か
に
違
憲
な
優
生
条
項
を
含
む
優

生
保
護
法
を
制
定
し
、
全
国
的
か
つ
組
織
的
に
優
生
手
術

が
実
施
さ
れ
る
状
況
を
作
り
出
し
、
極
め
て
強
度
・
強
烈

な
人
権
侵
害
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
原
告
ら
の
被
っ
た
身

体
的
・
精
神
的
損
害
は
甚
大
で
あ
っ
て
、
優
生
手
術
の
よ

う
な
大
規
模
か
つ
長
期
に
わ
た
る
憲
法
違
反
の
人
権
侵
害

よ
り
も
法
的
安
定
性
を
例
外
な
く
優
先
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由
は
見
い
だ
し
が
た
い
と
し
た
。

⑶　

②　
国
の
重
大
な
帰
責
性

そ
し
て
、
国
は
、
優
生
手
術
を
積
極
的
に
推
進
し
、
優

生
手
術
を
受
け
た
者
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
を
社
会
の
広

範
囲
に
普
及
・
浸
透
さ
せ
て
お
り
、
約
半
世
紀
も
の
長
き

に
わ
た
り
優
生
条
項
を
存
置
し
、
優
生
手
術
を
受
け
さ
せ

ら
れ
た
被
害
者
へ
の
適
切
な
対
応
や
救
済
措
置
を
採
ら
ず

に
障
害
者
等
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
を
正
当
化
・
固
定
化

し
て
き
た
国
に
つ
い
て
は
、
優
生
手
術
を
受
け
た
者
ら
の

訴
訟
提
起
が
で
き
な
い
状
況
を
意
図
的
・
積
極
的
に
作
り

出
し
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
重
大

な
帰
責
性
が
あ
る
と
し
た
。

⑷　

③　
権
利
行
使
の
困
難
性

権
利
行
使
の
困
難
性
に
つ
い
て
は
、
国
は
平
成
三
一
年

四
月
二
四
日
に
一
時
金
支
給
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
誤
り

を
正
面
か
ら
認
め
る
こ
と
は
な
く
、
優
生
手
術
に
つ
い
て
の

実
態
調
査
す
ら
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お

い
て
、
優
生
手
術
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
深
い
羞
恥
、

後
悔
や
自
責
の
念
、
周
囲
の
者
ら
へ
の
言
い
よ
う
の
な
い

負
い
目
な
い
し
恐
れ
を
内
心
に
抱
え
て
い
た
者
が
、
優
生

手
術
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
社
会
に
公
表
し
て
国
に

対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
長
期
に
わ

た
り
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で

あ
り
、
原
告
ら
に
は
権
利
行
使
が
極
め
て
困
難
な
客
観
的

事
情
が
あ
っ
た
と
し
た
。
さ
ら
に
、
優
生
手
術
に
つ
い
て
は

保
存
さ
れ
た
資
料
が
乏
し
く
国
家
と
い
う
組
織
体
で
あ
る

被
告
で
す
ら
被
害
の
実
態
解
明
が
容
易
で
な
い
状
況
に
陥

っ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
こ
の
よ
う
な
証
拠
資
料
の
散

逸
、
消
滅
を
招
い
た
責
任
は
専
ら
国
の
側
に
あ
り
、
除
斥

期
間
の
規
定
を
適
用
す
る
前
提
を
一
部
欠
く
と
し
た
。

⑸　

④　
憲
法
の
最
高
法
規
性

ま
た
、
国
が
明
ら
か
に
憲
法
に
違
反
す
る
法
律
を
制
定

し
て
そ
れ
に
基
づ
く
政
策
を
推
進
し
、
そ
の
結
果
国
民
で

あ
る
原
告
ら
に
重
大
な
損
害
が
生
じ
た
以
上
、
憲
法
一
七

条
に
よ
り
国
民
に
保
障
さ
れ
て
い
る
原
告
ら
の
被
告
に
対

す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
民
法
七
二
四
条
後
段
の

適
用
に
よ
り
妨
げ
る
こ
と
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と

し
た
。

⑹　

本
判
決
の
意
義

本
判
決
は
除
斥
期
間
の
適
用
を
制
限
す
る
の
で
は
な
く

排
除
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
後
に
続
く
被
害
者
の
救
済
に

繋
り
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
判
決
で
あ
る
。

五　

今
後
の
裁
判
と
運
動

今
年
度
中
に
、
静
岡
地
裁（
二
月
二
四
日
）、
仙
台
地

裁（
三
月
六
日
）、
札
幌
高
裁（
三
月
一
六
日
）、
大
阪
高
裁

（
三
月
二
三
日
）で
判
決
が
、
三
月
一
一
日
に
は
全
国
原
告

団
結
成
集
会
、
三
月
二
八
日
に
は
院
内
集
会
が
予
定
さ
れ

て
い
る（
二
月
二
一
日
時
点
）。
今
後
出
さ
れ
る
判
決
を
受

け
、
全
面
解
決
に
繋
げ
た
い
。
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一　

事
案
の
概
要

学
校
法
人
追
手
門
学
院
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
に
翌
二

〇
一
七
年
三
月
末
で
の「
退
職
」を
勧
告
し
た
一
八
名
の
事

務
職
員
に
対
し
、「
起
死
回
生
の
研
修
」と
し
、
二
〇
一
六

年
八
月
二
二
日
か
ら
二
六
日
に
か
け
て
、
株
式
会
社
ブ
レ

イ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
（
本
社
・
東
京
都
千
代
田
区
）に
委
託

す
る
形
で「
自
律
的
キ
ャ
リ
ア
形
成
研
修
」
を
受
講
さ
せ

ま
し
た
。
し
か
し
そ
の「
研
修
」の
実
態
は
、
ブ
レ
イ
ン
ア

カ
デ
ミ
ー
の
講
師
が
執
拗
に
退
職
を
選
択
す
る
こ
と
を
迫

り
、
全
員
の
前
で「
あ
な
た
の
よ
う
に
腐
っ
た
ミ
カ
ン
を

追
手
門
の
中
に
お
い
と
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
」、「
戦
力

外
な
ん
だ
よ
」、「
老
兵
と
し
て
去
っ
て
ほ
し
い
」、「
虫
唾

が
走
る
」、「
明
確
に
負
の
オ
ー
ラ
ば
っ
か
り
」
な
ど
業
務

と
全
く
関
係
の
な
い
人
格
非
難
の
発
言
を
繰
り
返
し
、
さ

ら
に
は
受
講
者
同
士
で
お
互
い
批
判
を
さ
せ
る
な
ど
と
い

う
も
の
で
し
た
。

そ
の
後
も
追
手
門
学
院
は
、
退
職
等
に
応
じ
ず
現
状
維

持
を
希
望
す
る
研
修
受
講
者
ら
に
対
し
、
業
務
命
令
と

し
て
拒
否
で
き
な
い
形
式
で
何
度
も
執
行
部
の
面
談
を
受

け
さ
せ
、
そ
の
中
で
人
格
非
難
を
繰
り
返
し
、
職
員
が
退

職
を
し
な
い
と
明
言
し
て
も
な
お
執
拗
に
退
職
を
求
め
ま

し
た
。
最
終
的
に
は
理
事
長
か
ら
直
接「
退
職
勧
告
書
」

を
読
み
上
げ
ら
れ
渡
さ
れ
た
方
も
い
ま
す
。

前
記
研
修
・
面
談
を
受
け
、
一
八
名
の
う
ち
一
〇
名
が

退
職
や
職
種
変
更（
い
っ
た
ん
退
職
）
を
強
い
ら
れ
、
一

方
、
本
件
原
告
ら
三
名
は
精
神
疾
患
に
罹
患
し
長
期
の
休

職
、
そ
し
て
休
職
期
間
満
了
退
職
扱
い
と
し
て
雇
用
を
奪

わ
れ
ま
し
た
。

二　

裁
判
の
提
起
と
労
災
の
申
請

本
件
研
修
か
ら
約
三
年
後
の
二
〇
一
九
年
六
月
、
朝
日

新
聞
が
本
件
研
修
を
大
き
く
報
道
し
、
そ
れ
が
き
っ
か
け

と
な
っ
て
原
告
ら
三
名
も
労
災
申
請
、
裁
判
提
起
を
決
意

し
ま
し
た
。
以
降
三
名
は
順
次
労
災
申
請
を
行
い
、
二
〇

二
〇
年
八
月
に
は
、
追
手
門
学
院
、
同
理
事
長
、
ブ
レ
イ

ン
ア
カ
デ
ミ
ー
、
研
修
担
当
講
師
の
四
者
を
相
手
ど
り
、

大
阪
地
裁
に
提
訴
し
ま
し
た
。
裁
判
で
は
、
精
神
疾
患
の

発
病
・
休
職
に
追
い
込
ま
れ
た
点
の
慰
謝
料
や
休
業
損
害

等
の
損
害
賠
償
請
求（
原
告
ら
三
名
合
計
約
三
六
〇
〇
万

円
）、
休
職
期
間
満
了
退
職
扱
い
の
無
効
、
退
職
扱
い
後

の
未
払
賃
金
・
賞
与
請
求
、
退
職
強
要
行
為
の
差
止
め
請

求
等
を
し
て
い
ま
す
。

学
校
法
人
追
手
門
学
院
「
退
職
強
要
」
研
修
・
面
談
事
件

―

「
送
還
忌
避
・
長
期
収
容
問
題
の
解
決
に
向
け
た
提
言
」
等
に
反
対
す
る
決
議
を
採
択

学
校
法
人
追
手
門
学
院
「
退
職
強
要
」
研
修
・
面
談
事
件

―

「
送
還
忌
避
・
長
期
収
容
問
題
の
解
決
に
向
け
た
提
言
」
等
に
反
対
す
る
決
議
を
採
択

大
阪

　谷

　
　真
介

│
労
災
審
査
請
求
で
二
名
に
つ
き
逆
転
認
定
、原
告
三
名
全
員
が
労
災
認
定
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労
災
申
請
に
つ
い
て
は
、
先
行
す
る
二
名
に
つ
い
て
、

二
〇
二
一
年
三
月
一
三
日
、
精
神
疾
患
の
発
病
時
期
が
研

修
よ
り
前
と
さ
れ
る
と
い
う
不
可
解
な
判
断
の
下
で
不
支

給
決
定
が
さ
れ
、
二
名
は
大
阪
労
働
者
災
害
補
償
保
険
審

査
官
に
審
査
請
求
を
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
後
行
の
一

名
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
二
年
三
月
二
三
日
付
け
で
、
研

修
及
び
退
職
が「
退
職
強
要
」に
あ
た
り
、
心
理
的
負
荷

が「
強
」で
あ
る
と
し
て
労
基
署
で
労
災
認
定
が
さ
れ
ま

し
た
。

三　

二
名
に
つ
い
て
の
逆
転
認
定
裁
決
、

　
　

三
名
全
員
が
労
災
認
定
へ

二
〇
二
二
年
一
二
月
二
二
日
、
大
阪
労
働
者
災
害
補
償

保
険
審
査
官
は
、
労
基
署
で
不
支
給
決
定
が
さ
れ
た
二
名

に
つ
い
て
、
業
務
上
災
害
で
あ
る
と
し
て
労
基
署
の
不
支

給
決
定
処
分
を
取
り
消
し
ま
し
た
。
二
〇
二
三
年
一
月
、

正
式
に
各
労
基
署
に
お
い
て
二
名
は
労
災
認
定
さ
れ
、
こ

れ
で
三
名
全
員
が
認
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

本
件
各
裁
決
は
、
ま
ず
精
神
疾
患
の
発
病
時
期
に
つ

い
て
、
機
能
障
害
を
重
視
し
て
こ
れ
が
顕
著
と
な
っ
た
時

期
を
正
確
に
見
極
め
、
研
修
後
に
発
病
し
た
も
の
と
認
定

し
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
研
修
で
は
冒
頭
に
追
手
門
学
院

幹
部
か
ら
講
師
に
全
権
委
任
す
る
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
こ

と
、
講
師
の
発
言
は
受
講
者
に
絶
望
感
を
抱
か
せ
る
も
の

で
相
当
程
度
強
い
退
職
の
強
要
が
あ
っ
た
と
い
え
る
こ
と
、

他
の
受
講
生
を
追
い
詰
め
る
よ
う
な
発
言
が
繰
り
返
し
面

前
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
聞
く
こ
と
自
体「
次
は
、
自
分
が

あ
の
よ
う
な
目
に
合
う
」と
い
う
恐
怖
感
を
抱
く
に
足
り

る
程
度
と
評
価
で
き
る
こ
と
、
参
加
者
が
相
互
に
他
の
参

加
者
の
欠
点
を
指
摘
す
る
な
ど
助
け
合
え
る
環
境
で
は

な
く
講
師
と
の
一
対
一
で
の
対
応
よ
り
も
心
理
的
負
荷
が

強
い
も
の
で
あ
っ
た
等
の
事
情
か
ら
、
労
災
認
定
基
準
の

「
退
職
を
強
要
さ
れ
た
」に
該
当
す
る
と
し
、
心
理
的
負
荷

の
程
度
を「
強
」
と
し
て
、
業
務
上
災
害
に
あ
た
る
と
し

ま
し
た
。

発
病
時
期
に
つ
い
て
機
能
障
害
を
重
視
し
た
こ
と
や
、

研
修
で
の
他
の
受
講
生
へ
の
発
言
も
、
そ
の
場
面
に
出
席

し「
次
は
自
分
か
も
し
れ
な
い
」と
の
認
識
に
至
る
点
を
心

理
的
負
荷
の
程
度
と
し
て
評
価
し
た
点
は
高
く
評
価
で
き

ま
す
。

四　

異
常
と
も
い
え
る
退
職
強
要
の
実
態
と

　
　

裁
判
の
焦
点

同
じ
研
修
に
参
加
し
た
三
名
も
の
労
働
者
が
全
員
精

神
疾
患
で
労
災
認
定
を
受
け
る
な
ど
前
代
未
聞
の
こ
と
で

す
。
本
件
は
、
教
育
機
関
で
あ
る
大
学
が
、
対
象
者
を
業

務
命
令
に
よ
り
別
施
設
に
集
め
、
外
部
講
師
に
委
託
し
て

人
格
的
非
難
を
し
て
退
職
を
迫
る「
研
修
」
を
行
っ
た
こ

と
、
そ
の
後
理
事
長
ま
で
出
席
し
て
組
織
的
な
面
談
で
執

拗
に
退
職
を
せ
ま
っ
た
こ
と
、
一
連
の
行
為
で
受
講
者
の

多
数
が
退
職
や
精
神
疾
患
の
発
病
・
休
職
に
至
る
な
ど
、

極
め
て
問
題
の
あ
る
事
案
で
す
。

裁
判
に
提
出
し
た
内
部
資
料
で
は
、
本
件
研
修
の
報
酬

（
対
価
）が「
対
象
者
の
職
務
上
に
お
け
る
評
価
、
行
動
等

に
お
い
て
変
化
が
認
め
ら
れ
た
場
合
」に
対
象
者
一
名
に
つ

き
一
〇
〇
万
円
と
さ
れ
、
実
際
研
修
後
に
ブ
レ
イ
ン
ア
カ

デ
ミ
ー
が
学
院
に
対
し
七
名
分
と
し
て
七
〇
〇
万
円（
税

別
）
を
請
求
し
こ
れ
が
支
払
わ
れ
た
資
料
も
存
在
し
ま

す
。
大
学
が
一
人
一
〇
〇
万
円
も
の
対
価
を
支
払
っ
て
労

働
者
の
人
格
を
攻
撃
し
退
職
を
迫
る
な
ど
、
絶
対
に
あ
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

原
告
三
名
は
、
研
修
・
面
談
等
か
ら
数
年
経
っ
て
も
、

未
だ
に
回
復
の
兆
し
が
見
え
て
い
ま
せ
ん
。
今
も
な
お
当

時
の
恐
怖
感
が
拭
え
ず
動
け
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
な

ど
、
日
々
の
生
活
に
大
き
な
支
障
を
き
た
し
て
い
ま
す
。

裁
判
で
は
い
ま
も
被
告
ら
は
研
修
は
退
職
さ
せ
る
目
的
で

は
な
く
当
事
者
意
識
を
確
立
す
る
と
こ
ろ
に
目
的
が
あ

り
、
面
談
も
業
務
改
善
目
的
で
あ
っ
た
等
強
弁
し
、
争
い

を
続
け
て
い
ま
す
。
裁
判
で
は
、
被
告
ら
の
違
法
行
為
や

責
任
を
明
ら
か
に
し
、
原
告
ら
に
対
す
る
謝
罪
や
賠
償
、

安
心
し
て
職
場
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
職
場
に
す

る
こ
と
を
求
め
て
い
き
ま
す
。
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１　

序
政
府
は
、
入
管
法
案（
以
下「
二
三
年
法
案
」
と
い
う
）

を
提
出
し
、
本
年（
二
〇
二
三
年
）
四
月
以
降
の
審
議
、

採
決
・
成
立
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
の
法
案
は
、
二
〇
二
一
年
の
通
常
国
会
で
市
民
社
会

の
激
し
い
反
対
運
動
に
よ
っ
て
事
実
上
の
廃
案
と
な
り

（
以
下「
二
一
年
法
案
」と
い
う
）、
二
〇
二
二
年
の
通
常
国

会
で
も
や
は
り
激
し
い
反
対
運
動
に
よ
っ
て
提
出
見
送
り

と
な
っ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
二
三
年
法
案
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ

る
。

２　
在
留
資
格
の
な
い
人
の
人
権
問
題（
収
容
と
送
還
）

ま
ず
、「
在
留
資
格
」と
は
行
政
処
分
に
よ
っ
て
生
じ
る

法
的
地
位
で
あ
っ
て
、
そ
の
有
無
に
よ
り
、
個
人
の
尊
厳
、

人
権
に
何
ら
影
響
が
な
い
。「
不
法
滞
在
」「
不
法
移
民
」な

ど
と
集
団
的
な
、
社
会
に
対
す
る「
害
悪
」と
み
て
、
社
会

防
衛
の
観
点
か
ら
個
人
を
危
険
視
す
る
こ
と
は
間
違
い
で

あ
る
。
日
本
国
籍
を
も
た
ず
と
も
、
在
留
資
格
が
な
く
と

も
、
等
し
く
尊
厳
を
有
す
る「
個
人
」で
あ
り
、
そ
の
人
権

は
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

３　
「
難
民
」の
人
権
と「
強
制
送
還
」

⑴　
「
難
民
」と
は
？

今
回
の
二
三
年
法
案
も
、「
難
民
」の
強
制
送
還
を
可
能

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
難
民
」
と
は
、（
難
民
認
定
処
分
の
）処
分
要
件
に
よ

れ
ば
、
①
人
種
、
宗
教
、
民
族
、
政
治
的
意
見
な
ど
五
つ

の
理
由
に
よ
っ
て（
迫
害
原
因
、
五
つ
の
理
由
）、
②
迫
害

（
重
大
な
人
権
侵
害
）を
受
け
る
お
そ
れ
に
つ
き
、
十
分
に

理
由
の
あ
る
恐
怖
を
有
す
る
者
を
言
う（
難
民
条
約
一
条

が
入
管
法
二
条
で
国
内
法
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
世
界

共
通
の
要
件
で
あ
る
）。

具
体
的
に
は
、
民
主
化
運
動
を
行
な
っ
て
い
る
人（
ミ

ャ
ン
マ
ー
、
香
港
な
ど
の
民
主
化
運
動
を
し
た
人
々
）、
民

族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
ウ
イ
グ
ル
、
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
、
ク
ル

ド
な
ど
）、
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
イ
ラ
ン
で
の
キ
リ
ス

ト
教
改
宗
者
）、
性
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
同
性
愛
で
の

死
刑
な
ど
の
処
罰
規
定
が
あ
る
国
）な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

日
本
国
憲
法
に
は
外
国
人
の
庇
護
権
の
よ
う
な
規
定
は

な
い
が
、
難
民
条
約
に
加
入
し
て
い
る
以
上
、
彼
ら
を
庇

護
す
る
義
務（
国
家
の
義
務
）が
あ
る
。

こ
の
点
、「
難
民
」が
日
本
社
会
に
対
す
る
害
悪
か
の
よ

う
に
捉
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。「
難
民
」と
は
、
生
命

な
ど
人
権
侵
害
の
危
険
か
ら
、
日
本
国
が
保
護（
庇
護
）

す
べ
き
人
と
い
う
以
上
の
意
味
を
も
た
な
い
。

⑵　
「
送
還
停
止
効
」の
例
外
と
い
う
難
民
条
約
の
無
力
化

　
　
（
無
効
化
）

政
府
は
二
三
年
法
案
に
お
い
て
も
、
複
数
回
の
難
民
申

請
者
な
ど（
一
定
の
前
科
が
あ
る
者
な
ど
は
初
回
の
難
民

申
請
者
）を
、
手
続
中
に
も
強
制
送
還
で
き
る
よ
う
に
し

東京　髙橋　　済

廃案となった入管法案の
再度の提出とその問題点
廃案となった入管法案の
再度の提出とその問題点

（熊本地裁令和4年10月3日判決）

あつし

わたる
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よ
う
と
し
て
い
る
。

政
府
は
、
難
民
申
請
に
伴
い
法
律
上
送
還
停
止
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
送
還
停
止
を
目
的
に
難
民
申
請
す
る
輩
が
後

を
絶
た
な
い
、
強
制
送
還
が
で
き
な
い
な
ど
と
主
張
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
難
民
申
請
中
、
す
な
わ
ち
、
迫
害
の

危
険
を
判
断
す
る
間
に
、
強
制
送
還
を
停
止
す
る
こ
と
は
、

人
命
が
か
か
っ
て
い
る
以
上
、
当
然
の
仕
組
み
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
こ
と
の
本
質
は
、
な
ぜ
複
数
回
申
請
な
ど
が

起
き
る
の
か
？ 

特
に
ク
ル
ド（
か
つ
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
多
か

っ
た
）が
問
題
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
人

が
保
護
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
三
年
法
案
も
、
二
一
年
法
案
と
同

様
に
、
難
民
保
護
の
た
め
の
法
整
備
は
一
切
予
定
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
で
は
複
数
回
申
請
が
な
く
な
る
は
ず
が
な
い
。

４　

在
留
資
格
の
な
い
人
の
人
権
と
収
容

⑴　

序
二
三
年
法
案
は
、
二
一
年
法
案
と
同
様
に
、
在
留
資
格

の
な
い
人
の
収
容
に
関
し
て
、
身
体
解
放
措
置
と
し
て

「
監
理
措
置
」制
度
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
問
題
点
が
あ
る
。

⑵　

原
則
収
容
主
義

二
一
年
法
案
も
二
三
年
法
案
に
お
い
て
も
、
個
人（
外

国
人
）を
原
則
と
し
て
収
容
し
、
例
外
的
な
場
合
に
お
い

て
の
み
解
放（
監
理
措
置
又
は
仮
放
免
）す
る
、「
原
則
収

容
主
義
」が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
主
任
審
査
官
が
、
そ
の
個
人（
外
国
人
）

が
逃
亡
し
、
又
は
不
法
就
労
活
動
を
す
る
お
そ
れ
の
程

度
、
収
容
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
不
利
益
の
程
度
そ
の

他
の
事
情
を
考
慮
し
、
送
還
可
能
の
と
き
ま
で
そ
の
者
を

収
容
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
を

監
理
措
置
に
付
す
る
旨
の
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
さ
に
原
則
収
容
主
義
そ
の
も
の
で
あ
る
。

自
由
権
規
約
九
条
は
、
在
留
資
格
が
な
く
と
も
、
強
制
送

還
ま
で
の
間
、
例
外
的
な
場
合（
合
理
的
な
場
合
）を
除

き
、
収
容
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

⑶　

自
由
権
規
約
九
条
の
禁
止
す
る
恣
意
的
拘
禁（
収
容
）

監
理
措
置
決
定（
身
体
解
放
）の
要
件
は
、「
主
任
審
査

官
」が「
収
容
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め
る
と
き
」（
相

当
性
の
要
件
）と
さ
れ
、
ま
さ
に
入
管
の
判
断
に
委
ね
ら

れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
二
三
年
法
案
で
は
、
そ
の
考
慮
要
素

と
し
て
新
た
に「
収
容
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
不
利
益

の
程
度
」
を
確
認
的
に
規
定
し
た
も
の
の
、
相
当
性
と
い

う
不
確
定
概
念
の
抽
象
度
の
高
さ（
具
体
性
の
な
さ
）か

ら
す
れ
ば
、
そ
の
判
断
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
在
も（
仮
放
免
に
つ
い
て
で

あ
る
が
）（
ス
リ
ラ
ン
カ
人
女
性
）ウ
ィ
シ
ュ
マ
さ
ん
の
死
亡

国
賠
事
件
で
も
、
国
側
は
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し

た
結
果
で
あ
っ
て
、
身
体
拘
束
は
適
法
で
あ
っ
た
と
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑷　

司
法
審
査
な
き
収
容
と
監
理
措
置

二
三
年
法
案（
二
一
年
法
案
も
同
様
）で
は
、
例
外
的

に
、
そ
の
人
を
身
体
解
放（
監
理
措
置
）す
る
か
否
か
は
、

「
主
任
審
査
官
」（
名
古
屋
入
管
で
い
え
ば
次
長
）が
判
断

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
が
判
断
す
る
の
で
は
な
い
。

二
〇
二
一
年
に
亡
く
な
っ
た
ウ
ィ
シ
ュ
マ
さ
ん
は
、
死
に

至
る
ま
で
、「
主
任
審
査
官
」が
身
体
解
放
を
許
さ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

⑸　

無
期
限
収
容
と
入
管
に
よ
る
三
ヶ
月
ご
と
の
審
査

二
三
年
法
案
で
は
、
収
容
中
三
ヶ
月
ご
と
に
監
理
措
置

（
身
体
解
放
）の
許
否
を
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は
長
期
収
容
の
歯
止
め
に
は
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
そ
の
判
断
主
体
が「
主
任
審
査
官
」
で
あ
る
。

ま
さ
に
従
来
の
仮
放
免
の
判
断
者
と
同
様
で
あ
る
。
さ
ら

に
そ
の
判
断
基
準
は
、「
相
当
と
認
め
る
と
き
」（
相
当
性

の
要
件
）で
あ
っ
て
、
逃
亡
の
危
険
な
ど
総
合
考
慮
し
て

判
断
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

５　

最
後
に

以
上
の
と
お
り
、
二
三
年
法
案
は
、
市
民
社
会
、
国
連

か
ら
の
批
判
を
受
け
な
が
ら
も
、
結
局
、
ほ
と
ん
ど
が
廃

案
と
な
っ
た
二
一
年
法
案
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

在
留
資
格
の
な
い
個
人（
日
本
国
籍
が
な
い
と
い
う
意

味
で「
外
国
人
」）の
人
権
の
た
め
、
二
三
年
法
案
も「
廃

案
」に
す
べ
き
で
あ
る
。
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１　

笹
山
議
長
の
学
生
時
代

　
　

の
活
動
に
つ
い
て

深
井　

司
会
の
深
井
で
す
。
笹
山
先

生
が
二
〇
二
二
年
に
新
議
長
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
新
議
長
と
の
座
談
会

を
企
画
し
ま
し
た
。

笹
山
先
生
は
修
習
生
の
こ
ろ
か
ら
部

会
活
動
を
さ
れ
て
い
て
、
事
務
局
長
も

経
験
し
、
今
議
長
を
務
め
て
い
ま
す
。

青
法
協
の
活
動
の
話
を
し
て
い
た
だ
き
、
若
手
の
皆
さ
ん

の
今
後
の
活
動
に
生
か
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
早
速
は
じ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

青
法
協
本
部
事
務
所
に
あ
っ
た
資
料
を
見
て
い
た
ら
、

『
人
権
ゼ
ミ
』
と
い
う
冊
子
を
見
つ
け

ま
し
て
、
こ
こ
に
笹
山
先
生
が
大
学
四

年
の
頃
の「
改
憲
論
は
な
ぜ
噴
出
す
る

か
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
人
権
ゼ
ミ
で
ど
う

い
う
活
動
を
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
。

笹
山　

一
九
九
一
年
、
大
学
二
年
の
と

き
に
八
王
子
合
同
法
律
事
務
所
の
尾
林

芳
匡
先
生
に
会
う
機
会
が
あ
っ
て
、
そ

の
と
き
に
初
め
て
人
権
派
の
法
律
家
と

い
う
も
の
に
具
体
的
に
接
し
ま
し
た
。

尾
林
先
生
が
、
自
分
が
受
任
し
て
い
た
事
件
、
過
労
死
の

原
告
の
方
と
か
、
ま
た
高
尾
山
の
事
件
と
か
を
い
く
つ
か

紹
介
し
て
く
れ
て
、
東
京
法
律
事
務
所
の
小
部
正
治
先

生
と
も
そ
の
頃
会
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な

問
題
で
人
権
活
動
を
担
当
す
る
弁
護
士
を
具
体
的
に
意

識
し
て
、
弁
護
士
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
え
る
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
サ
ー
ク
ル
活
動
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
学

生
の
中
か
ら
意
欲
と
し
て
生
ま
れ
て
き
て
、
そ
れ
で
一
九

九
二
年
に
人
権
ゼ
ミ
と
い
う
サ
ー
ク
ル
を
作
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
冊
子
は
た
ぶ
ん
そ
の
活
動
の
冊
子
か
、
新
入
生
歓
迎

用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
だ
と
思
い
ま
す
。

深
井　

で
は
、
そ
の
人
権
ゼ
ミ
が
笹
山
先
生
の
人
権
活
動

の
原
点
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

笹
山　

そ
う
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
か
ね
。 ▶コーディネーター

深井 剛志 会員（64期）
旬報法律事務所

青法協弁学合同部会議長
笹山 尚人 会員（53期）

東京法律事務所

憲法委員会企画

議長と若手弁護士
座談会（第1回）

【出席者】
　笹山 尚人／山田 大輔／藤原 朋弘／山内 志織
▼コーディネーター　　
　深井 剛志



9

青年法律家　2023年3月25日発行

２　

修
習
生
時
代
の
活
動

深
井　

さ
て
、
司
法
試
験
合
格
後
、
先

生
の
修
習
期
は
五
三
期
で
す
が
、
五
三
期

は
、
人
権
活
動
、
青
法
協
の
活
動
と
そ
の

修
習
生
の
役
割
と
い
う
の
は
微
妙
な
時
期

だ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
ど
う
い
う

状
況
だ
っ
た
の
で
す
か
。

笹
山　
一
年
半
修
習
の
開
始
期
で
、
五
二

期
ま
で
は
二
年
間
の
修
習
で
し
た
。
修
習

生
運
動
は
ず
っ
と
伝
統
的
に
引
き
継
が
れ

て
き
た
の
だ
け
ど
も
、
修
習
の
期
間
が
短

く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
活
動
が
危

ぶ
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

青
法
協
と
の
関
係
で
い
う
と
、
四
〇
期

台
の
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
青
法
協
活
動
は
停

滞
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
修
習
生
部

会
自
体
も
、
な
か
な
か
結
成
で
き
な
い
。

司
法
研
修
所
の
中
で
青
法
協
と
い
う
も
の

が
ま
る
で
存
在
し
な
い
と
い
う
状
態
が
長

く
続
い
て
い
た
の
で
、
だ
か
ら
今
で
も
四

〇
期
台
の
後
半
か
ら
五
二
期
ぐ
ら
い
ま
で

は
青
法
協
や
自
由
法
曹
団
の
弁
護
士
は
少

な
い
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
青
法
協
は
要

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
、
青
法
協
の
会
員

の
中
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
修
習
生
の
中
で
人
権
活
動
を

や
ろ
う
と
い
う
と
、
修
習
生
と
い
う
の
は
政
治
的
に
中
立

で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
空
気
が
な
ぜ
か
す
ご
く
強

く
て
、
人
権
活
動
と
し
て
の
カ
ラ
ー
を
出
す
こ
と
が
、
修

習
生
全
体
の
中
で
浮
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
随

分
あ
っ
た
時
期
で
し
た
。

当
時
の
修
習
生
委
員
会
は
青
法
協
の
将
来
を
心
配
し

て
、
学
生
時
代
か
ら
の
知
り
合
い
の
私
に
、
司
法
試
験
に

合
格
し
た
そ
の
日
か
ら
、
修
習
生
に
な
っ
た
ら
こ
の
よ
う

に
や
る
ん
だ
と
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
き
た（
笑
）。
そ
こ
で
、

司
法
試
験
合
格
か
ら
修
習
が
始
ま
る
約
半
年
の
間
に
青
法

協
を
作
る
ん
だ
と
ず
っ
と
活
動
し
ま
し
た
。

最
終
的
に
は
青
法
協
に
入
る
と
言
っ
て
入
っ
て
い
た
人

は
一
一
名
で
、
入
所
の
前
の
日
に
修
習
生
部
会
の
結
成
式

を
し
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
は
も
う
毎
週
ニ
ュ
ー
ス
を
出
す
、

前
期
の
修
習
中
の
ク
ラ
ス
の
中
で
毎
週
配
る
と
い
う
こ
と

を
し
て
、
青
法
協
の
旗
を
ガ
―
ッ
と
立
て
て
い
く
と
い
う

こ
と
を
随
分
や
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
前
期
で
し

た
。
部
会
で
は
、
私
が
事
務
局
長
で
議
長
が
大
山
勇
一
君

で
し
た
。

深
井　

五
三
期
で
検
事
任
官
女
性
枠
問
題
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。

笹
山　

実
は
そ
ん
な
に
関
わ
り
も
多
く
は
な
い
。
と
い
う

の
は
、
任
検
女
性
枠
問
題
は
、
最
初
に
お
か
し
く
な
い
か

と
言
い
出
し
た
の
は
神
原
元
さ
ん
・
土
井
香
苗
さ
ん
な
ん

山内 志織 会員（74期）
東京法律事務所

藤原 朋弘 会員（71期）
中野すずらん法律事務所

山田 大輔 会員（67期）
第一法律事務所
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だ
よ
ね
。
確
か
に
統
計
を
取
っ
て
み
る
と
、
四
八
期
か
四

九
期
ぐ
ら
い
か
ら
女
性
で
検
事
に
な
っ
た
人
は
ク
ラ
ス
で

ず
っ
と
一
人
か
〇
人
な
ん
だ
よ
ね
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
絶

対
意
図
的
な
作
用
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
な
っ
た
け
ど
、

運
動
的
に
は
青
法
協
の
カ
ラ
ー
を
出
す
と
、
色
で
見
ら
れ

る
と
な
り
、
任
検
女
性
枠
運
動
は
大
衆
的
に
や
ろ
う
と
い

う
こ
と
に
し
て
、
意
識
的
に
青
法
協
の
人
た
ち
は
前
に
出

な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
。

な
の
で
、
当
時
は
春
の
集
会
と
い
う
、
圷
由
美
子
さ
ん

と
か
土
井
さ
ん
と
か
が
や
っ
て
い
た
青
法
協
よ
り
カ
ラ
ー

を
薄
め
た
集
会
が
あ
っ
た
の
だ
け
ど
、
そ
の
集
会
の
実
行

委
員
の
人
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
活
動
し
て
、
青
法
協
は

裏
方
・
事
務
方
に
回
っ
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

や
は
り
検
事
は
女
性
が
そ
ん
な
に
な
る
も
ん
で
は
な
い

と
い
う
意
識
が
当
時
の
検
察
庁
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

法
務
省
は
当
時
か
た
く
な
に「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
絶

対
に
設
け
て
い
ま
せ
ん
」
と
否
定
し
ま
し
た
。
だ
け
ど
、

こ
の
運
動
の
あ
と
、
五
四
期
だ
か
五
五
期
以
降
は
現
に
二

人
以
上
に
な
っ
た
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
い
う

と
、
彼
ら
は
自
白
し
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
け
ど（
笑
）。

山
内　

私
は
七
四
期
で
す
が
修
習
が
始
ま
っ
た
と
き
は
も

う
コ
ロ
ナ
禍
で
、
導
入
修
習
の
頃
か
ら
ず
っ
と
オ
ン
ラ
イ

ン
だ
っ
た
の
で
、
同
期
と
の
つ
な
が
り
が
作
れ
な
か
っ
た

面
は
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
イ
ベ
ン
ト
と
か
学

習
会
を
企
画
し
て
、
修
習
生
同
士
の
つ
な
が
り
を
作
ろ
う

と
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
か
れ
た
と
い
う
の
が
す
ご
く
い
い

な
と
思
い
ま
し
た
。
私
や
私
よ
り
下
の
代
で
ま
た
そ
の
よ

う
に
同
期
間
の
交
流
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
聞
い

て
お
り
ま
し
た
。

七
六
期
か
ら
導
入
修
習
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
な
く
、
研

修
所
に
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
学
習
会
と
か

を
す
る
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
は
い
い
機
会
な
の
か
な
と
思
っ

て
い
る
の
で
、
応
援
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

３　

東
京
法
律
事
務
所
入
所
の
経
緯

深
井　

そ
し
て
修
習
を
終
え
て
弁
護
士
に
な
り
、
東
京
法

律
事
務
所
に
入
所
さ
れ
ま
し
た
が
、
ど
う
い
う
経
緯
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

笹
山　

人
権
ゼ
ミ
の
活
動
の
中
で
、
一
番
取
り
組
み
た

い
と
思
っ
た
の
が
、
小
部
先
生
が
連
れ
て
行
っ
て
く
れ

た
組
合
活
動
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
当
時
は
築
地
、
日
本

テ
レ
ビ
、
郵
政
な
ど
で
労
働
組
合
の
活
動
が
あ
り
、
現

場
の
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
過
労
死
と
か

公
害
と
か
い
う
の
は
関
係
な
い
人
に
は
関
係
が
な
い
け
ど
、

職
場
と
い
う
の
は
や
は
り
ど
の
人
に
も
た
い
て
い
関
わ
り

が
あ
る
。
そ
の
職
場
が
こ
れ
だ
け
荒
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
対
し
て
、
そ
れ
に
き
ち
っ
と
取
り
組
む
労
働
組
合
を

見
て
い
て
、「
な
る
ほ
ど
、
こ
う
い
う
人
た
ち
が
い
る
し
、

こ
う
い
う
人
た
ち
だ
か
ら
差
別
さ
れ
る
ん
だ
な
」
と
。
そ

れ
を
し
っ
か
り
と
支
え
、
共
に
歩
む
と
い
う
の
が
、
や
っ

て
み
た
い
弁
護
士
活
動
の
一
番
だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
中
で
、
や
は
り
労
働
問
題
に
興
味
が
あ
る
と

い
う
と
こ
ろ
が
一
番
強
か
っ
た
の
か
な
と
思
う
し
、
小
部

先
生
が
そ
う
い
う
形
で
い
る
東
京
法
律
事
務
所
と
い
う
と

こ
ろ
が
や
は
り
気
持
ち
と
し
て
は
大
き
か
っ
た
か
な
。

４　

入
所
後
の
事
件
活
動

藤
原　

入
所
し
て
す
ぐ
に
大
型
争
議
や
組
合
事
件
に
関
わ

っ
て
い
た
の
で
す
か
。

笹
山　

最
初
に
来
た
事
件
が
、
組
合
の
分
裂
事
件
で
す
。

あ
の
当
時
、
争
議
で
多
か
っ
た
の
は
や
は
り
全
損
保
で
す

ね
。
ち
ょ
う
ど
私
が
弁
護
士
に
な
っ
た
二
〇
〇
〇
年
こ
ろ

は
本
当
に
金
融
資
本
主
義
が
ガ
―
ッ
と
来
た
と
き
で
、
損

害
保
険
業
界
の
組
合
つ
ぶ
し
が
も
の
す
ご
く
起
こ
っ
た
時

期
な
ん
で
す
。
全
損
保
が
ど
ん
ど
ん
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
状

況
だ
っ
た
か
ら
、
全
損
保
の
事
件
が
多
か
っ
た
ね
。
組
合

事
件
と
個
人
事
件
と
で
は
、
組
合
事
件
の
ほ
う
が
ま
だ
多

か
っ
た
印
象
で
す
。

（
次
号
に
続
く
）

◆　
　
　
　

◆
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一
九
九
一
年
、
中
央
大
学
二
年
生
だ
っ
た
私
は
、

親
し
い
仲
間
の
学
生
た
ち
と
と
も
に
、
尾
林
弁
護
士

の
紹
介
で
、
事
件
の
現
場
に
行
っ
た
り
、
当
事
者
の

話
を
聞
い
た
り
、
裁
判
所
で
傍
聴
し
た
り
と
い
っ
た

活
動
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
活
動
は
、

学
生
の
要
求
に
叶
う
も
の
と
し
て
一
九
九
二
年
か
ら

サ
ー
ク
ル
活
動
に
な
り
、
一
九
九
三
年
か
ら
は
こ
の

サ
ー
ク
ル
か
ら
自
分
も
法
律
家
に
な
り
た
い
と
い
う

者
が
集
ま
る
司
法
試
験
勉
強
会
に
発
展
し
ま
し
た
。

私
は
、
こ
の
活
動
に
一
貫
し
て
参
加
し
、
一
九
九
三

年
か
ら
五
年
か
け
て
、
一
九
九
八
年
の
司
法
試
験
で

よ
う
や
く
合
格
し
、
一
九
九
九
年
四
月
に
五
三
期
司

法
修
習
生
に
な
り
ま
し
た
。

一
九
九
八
年
の
私
と
千
葉
恵
子
さ
ん（
現
・
渋
谷

共
同
法
律
事
務
所
）の
合
格
が
、
中
大
の
司
法
試
験

勉
強
会
と
し
て
は
初
め
て
の
合
格
で
し
た
。

一
九
九
一
年
か
ら
足
か
け
七
年
に
わ
た
り
、
私
た

ち
の
サ
ー
ク
ル
活
動
と
司
法
試
験
勉
強
会
を
一
貫
し

て
支
え
て
く
れ
た
青
法
協
の
弁
護
士
た
ち
が
い
ま
し

た
。
尾
林
芳
匡
、
齋
藤
園
生（
八
王
子
合
同
法
律
事

務
所
）、
小
部
正
治（
東
京
法
律
事
務
所
）、
工
藤
裕

之（
城
北
法
律
事
務
所
）、
中
野
直
樹（
ま
ち
だ
さ
が

み
総
合
法
律
事
務
所
）の
五
名
で
す
。
私
は
ひ
そ
か

に
、「
五
人
組
」と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
司

法
試
験
勉
強
会
の
指
導
に
坂
口
禎
彦
弁
護
士（
城
北

法
律
事
務
所
）が
加
わ
り
ま
し
た
。
私
は
ひ
そ
か
に
、

「
追
加
戦
士
」と
呼
ん
で
い
ま
し
た（
な
お
、
在
籍
法

律
事
務
所
は
、
い
ず
れ
も
一
九
九
八
年
時
点
の
も
の

で
す
）。

何
度
現
場
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
、
ご
馳
走
に

な
り
、
勉
強
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
か
、
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
と
き
の
薫
陶
が
、
私
の
弁
護
士
と
し
て

の
道
筋
を
決
定
づ
け
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

こ
れ
は
私
一
人
で
は
な
く
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、

私
た
ち
の
仲
間
が
続
々
と
司
法
試
験
に
合
格
し
て
、

青
法
協
の
弁
護
士
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
か
ら
、
私
た
ち
中
大
人
権
ゼ
ミ
・
司
法
試
験
勉
強

会
出
身
者
の
弁
護
士
は
、
と
き
ど
き「
尾
林
チ
ル
ド

レ
ン
」と
呼
ば
れ
ま
す
。

た
だ
、「
尾
林
チ
ル
ド
レ
ン
」と
い
う
の
は
、
あ
ま

り
正
確
な
呼
称
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
、
司
法
試
験
合
格
後
の
青
法
協
の
活
動

も
含
め
、
多
く
の
先
輩
法
律
家
の
薫
陶
を
受
け
て
、

社
会
の
現
実
と
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
人
び
と
、
そ

の
人
び
と
と
と
も
に
た
た
か
う
青
法
協
の
法
律
家
と

い
う
実
像
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
り
、
青
法
協
運
動
の

賜
と
し
て
こ
こ
に
い
る
、
と
い
う
感
覚
で
す
。
大
学

生
に
社
会
の
現
実
を
学
ん
で
も
ら
い
、
要
求
の
あ
る

者
に
は
、
学
習
の
手
助
け
を
す
る
。
こ
れ
は
い
ま
ま

さ
に
青
法
協
が
、
修
習
生
委
員
会
を
中
心
に
、
組
織

と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
運
動
そ
の
も
の
で
す
。
五

人
組
と
追
加
戦
士
に
は
そ
の
点
で
の
先
駆
性
が
あ
っ

た
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
今
や
青
法
協
全
体

の
運
動
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
大
事
に
し
て

い
き
た
い
活
動
で
す
。

（
青
法
協
弁
学
合
同
部
会
議
長　

笹
山
尚
人
）

「尾林チルドレン」
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広報委員会より購読者アンケートの集計（最終）結果のご報告

11月25日号・１月25日号に同封しましたアンケートへのご協力、ありがとうございました。44通
の回答がありました。今後の紙面づくりの参考とさせていただきます。集計報告は、以下の通り
です。記述欄は２回目集約分のみ掲載しています（１回目集約分はNo.623〈１月25日号〉に掲載）。

「Q１　どの程度読まれていますか？」
　１回目と同様、回答頂いた方の半数以上の方は「関

心のある記事のみを読んでいる」、３割程度が「A　毎

号欠かさず全記事を読んでいる」、１割程度のかたは

「ざっと目を通す程度」との結果でした。

　
「Q２　関心を持って読む記事は何ですか？」

　刑事事件関係／すべて／各地の取り組み／特にな

し／訴訟報告、憲法改正問題、シリーズ全国リレーな

ど／メディアに関連するもの・軍事、安保に関連する

もの・人権問題／奮闘が伝わる記事／事件報告など

その時々のもの（でも全部ではない。）と組織課題に関

するもの／興味のある分野の取り組み／法曹人口増

問題・LS問題・法テラス・裁判員制度などの司法改

革問題／知っている人が書いているもの。支部の活動

報告／判決報告／事件（裁判）報告のほか、研究者の

論文（論稿）、議長のもの／リポート／事件報告、支

部報告、総会・常任委員会報告、議長トーク／憲法、

原発、人権、労働に関する裁判記事や論考

「Q３　機関紙の頁数はどうですか？」
　１回目と同様、回答頂いた方のほとんどが「適当で

ある」との結果でした。　

「Q４　取り上げて欲しいテーマはありますか」
・ 刑事事件（再審事件、冤罪事件、障害者などの社会

的弱者が被疑者・被告人となった事件等）

・ 修習生の意識状況を反映した記事／法律のことを

いろいろ知るにつれ「司法」なるものがいかに問題

があるか、痛感しています。いま、東京外環道問

題で調布の陥没事故の当事者とされてしまい、憲

法25条をどうするかについての仕組みづくりが大事

だと思っています。場合によっては書かせてくださ

い（「法民」昨年5月号「ひろば」の感じ）

・ 裁判所支部所在地の会員の活動紹介

・ 人権課題に取り組んでいる活動報告は引き続き取

り上げてほしい。また、１本くらいは、民主主義や

立憲主義、安全保障の在り方、情報公開、公金の

在り方、法曹養成など司法制度に関わる学問的な

記事も読みたい。

・ 弁護士激増国策や裁判員制度の実質破綻を避けず

正面から取り上げるべき。

・ 支部がしている講演などの報告。

「Q５　ご意見がありましたらご自由にお書き下さい」
・ がんばって下さい

・ 毎号編集作業お疲れ様です。日弁連人権ニュース

編集委員をしているので、編集作業の大変さがよ

く分かります。

・ 今どきの修習生の関心がどこにあるのか、掘り下げ

てほしい。

・ 以前、青法協でジャーナリストの問題をお話したこ

とがあった縁で、ずっと送ってもらって読んでいま

す。 非常に生き生きした活動をされていることに敬

意を表します。ぜひ今後もよろしくお願いします。

・ 編集担当の先生方にエールをお送りしたいと思いま

す。

・ 電子版の配布をしてほしい／紙でなくデータで読み

たい／紙媒体なしにできますか？（つまりＰＤＦ配

信）／ＰＤＦの配信も検討いただきたいです。／電

子化してほしい。紙媒体だと会員に配るのが大変。

／紙媒体でなくとも、他団体が既に行っているメー

ル配信でもいいのではないでしょうか。／データで

配信し、ペーパーレス化と会費の削減に繋げてい

ただきたいです。／機関紙について、紙媒体での

配布は希望者のみとし、原則データで送付いただ

けるとありがたいです。

・ Ａ４横書きにかえる。・そろそろA4横書き化を検討

いただいてはどうでしょうか？

・ 掲載したいテーマがあればこちらにどしどしご連絡

ください的な窓口があったらより活性化するのでは

ないか。

・ 同上のとおり。「司法改革」が司法における新自由主

義攻撃であることを直視しない姿勢は許されないと

考えます。

・ 毎回充実した内容と思っています。
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Ｂ5版・280ページ
定価2,500円（税込）

●お支払方法：郵便振替（手数料はご負担下さい）●後払い

青年法律家協会弁護士学者合同部会
TEL. 03-5366-1131  FAX. 03-5366-1141  e-mail bengaku@seihokyo.jp

それぞれの時代の部会に属した諸先輩の生き生きとした活動が豊富に語られ、過去40
年のさまざまな教訓が惜しみなく盛り込まれています。

本記念誌に綴られた青法協の歴史と会員の活動は、その一つひとつに、憲法の平和
的・民主的条項擁護の旗を高く掲げ、人権侵害の被害者とともにあってその救済をはか
り、新たな課題に果敢に挑戦するという青法協の“魂”というべきものを教えられる、人権
活動に取り組む弁護士・研究者必携の書です。

青法協弁護士学者合同部会設立40周年記念誌

人権の砦として
―弁学合同部会40年の軌跡―

●お支払方法：郵便振替（手数料はご負担下さい）●後払い

青年法律家協会弁護士学者合同部会
TEL. 03-5366-1131  FAX. 03-5366-1141  e-mail bengaku@seihokyo.jp

〒160-0004  東京都新宿区四谷2-2-5  小谷田ビル5階

◆主な内容
　第1部―青法協弁学合同部会40年の軌跡
　第2部―弁学合同部会の過去・現在・未来
　第3部―機関紙『青年法律家』とともに
　第4部―支部結成から今日まで
　第5部―弁学合同部会設立40周年に寄せて
　第6部―資料編

それぞれの時代の部会に属した諸先輩の生き生きとした活動が豊富に語られ、過去40年
のさまざまな教訓が惜しみなく盛り込まれています。本記念誌に綴られた青法協の歴史と
会員の活動は、その一つひとつに、憲法の平和的・民主的条項擁護の旗を高く掲げ、人権
侵害の被害者とともにあってその救済をはかり、新たな課題に
果敢に挑戦するという青法協の“魂”というべきものを教えられ
る、人権活動に取り組む弁護士・研究者必携の書です。

Ｂ5版・280ページ
定価2,500円（税込）

青法協弁護士学者合同部会設立40周年記念誌

人権の砦として
―弁学合同部会40年の軌跡―

一
月
三
一
日
の
院
内
集
会「
敵
基
地
攻
撃
能
力
保
有
の

閣
議
決
定
に
反
対
す
る
市
民
集
会
」（
六
団
体
連
絡
会
と

市
民
ア
ク
シ
ョ
ン
共
催
）の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
が
で
き
ま

し
た
。

「
誰
の
た
め
の
敵
基
地
攻
撃
能
力
？ 

軍
事
力
と
軍
事
同

盟
強
化
で
日
本
を
守
れ
る
の
か
」（
布
施
祐
仁
さ
ん
）、「
安

保
三
文
書
改
訂
と
憲
法
・
私
た
ち
の
生
活
は
ど
う
変
わ
る

の
か
」（
永
山
茂
樹
さ
ん
）、「
戦
争
を
回
避
せ
よ
！ 

外
交

な
く
し
て
平
和
な
し
」（
猿
田
佐
世
さ
ん
）の
三
名
の
講
演

内
容（
合
計
一
時
間
）を
二
〇
分
ち
ょ
っ
と
に
ま
と
め
ま
し

た
。ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
版
だ
け
見
て
も
、
安
保
三
文
書
改
訂
の

要
点
が
わ
か
り
ま
す
。

集
会
に
参
加
さ
れ
た
方
も
参
加
さ
れ
て
い
な
い
方
も
、

ぜ
ひ
、
ご
視
聴
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
拡
散
を
お
願
い
し
ま
す
。

〈
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
〉

https://www.youtube.com
/

watch?v=sG-lpBGYECg

〈
全
編
を
見
た
い
方
〉

https://youtu.be/0SS5pjM
v1-M

▼
今
後
の
予
定

　

総
会
：
四
月
三
日（
月
）一
六
時
～
一
九
時　

　
　
　
　

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
形
式
で
開
催
予
定　

改
憲
問
題
対
策
法
律
家
六
団
体
連
絡
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

改
憲
問
題
対
策
法
律
家
六
団
体
連
絡
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

あ
い
ち
支
部
主
催

滋
賀

　関
口

　速
人

│
集
会
動
画
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
視
聴
・
拡
散
の
お
願
い

│
集
会
動
画
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
視
聴
・
拡
散
の
お
願
い
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▼
ト
ル
コ
・
シ
リ
ア
の
大

地
震
の
犠
牲
者
は
、
四
万
三

千
人
を
超
え
た
。
Ｔ
Ｖ
ニ
ュ

ー
ス
に
映
し
出
さ
れ
る
映
像

は
、
凄
ま
じ
い
破
壊
力
で
あ

り
、
被
害
で
あ
る
。
も
し
こ
こ
に
、
原
発
が
あ
っ

た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
と
、
思
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
▼
こ
の
報
道
を
横
に
、
地
震
大
国
日

本
の
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
炉
の
運
転
期

間
を
最
長
六
〇
年
と
す
る
炉
規
法
に
つ
い
て
、
審

査
で
停
止
し
た
期
間
を
運
転
期
間
か
ら
除
外
す
る

と
い
う
。
▼
折
し
も
岸
田
政
権
は
昨
年
末
に
、「
原

発
へ
の
依
存
度
を
低
減
す
る
」
基
本
政
策
を
転
換

し
、
原
発
推
進
に
大
き
く
変
更
さ
せ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
福
島
第
一
原
発
の
事
故
か
ら
一
二
年
経
っ

て
も
な
お
、
被
害
救
済
す
ら
解
決
し
て
い
な
い
と

い
う
の
に
、
あ
の
事
故
か
ら
何
の
教
訓
も
得
て
い

な
い
と
批
判
さ
れ
る
べ
き
政
策
転
換
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
抵
抗
す
る
ど
こ
ろ
か
迎
合
す
る
が

如
き
振
る
舞
い
は
、「
規
制
」の
た
め
に
再
編
さ
れ

た
組
織
と
し
て
、
理
解
し
が
た
い
歪
み
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。                      

（
米
倉
　
勉
）

　
　

　

　 今後の日程

【第54回定時総会】
　6月24日（土）
    ～25日（日）　熊　本

各委員会の日程

　オンラインでの参加を希望
する方は、本部事務局までご
連絡ください。

【修習生委員会】
　4月 6日（木）10時半～

▶各種企画につきましては、
ホームページの「イベント・
学習会のお知らせ」をご参
照ください。本部に寄せら
れた支部の企画も掲載して
います。

青法協のマスコットキャラ「せーほけきょ」入り

珪藻土コースター＆クリアファイルは
いかがですか？

　青法協の「青」を基調に六法型のリボン、天秤といった
法律家モチーフがデザインされたロゴ「せーほけきょ」が入
っている、ここでしか買えないグッズです。自分用のほ
か、学習会や、修習生などへのプレゼントにぜひどうぞ！

珪藻土コースター
（直径10 cm、厚さ8mm）
【頒価】　700円（送料別）

クリアファイル（A4サイズ 青法協設立趣意書入り）
【頒価】　100円（送料別）

お申込は本部事務局までご連絡ください。

　
　


